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　3月25日から4月14日にかけて、笠松春まつりが行われ
ました。 
　この期間、笠松みなと公園では「桜まつり」と銘打ち、
夜間のライトアップなども行い、昼夜を問わず多くの花見
客でにぎわいました。これまでの奈良津堤よりも、安全に、
ゆとりをもって桜を楽しむことができたのではないでしょうか。 
　日ごろ、町民の憩いの場として親しまれている笠松みな
と公園ですが、笠松町の新たな桜の名所として、多くの
方に訪れていただけるようになればと思います。 
　また、4月13日～14日は、春まつりということで、町内をみこ
しが練り歩きました。こういった光景を見るたびに、町内会
長をはじめとする地域の方々のおかげで、古くから伝わる
行事が維持されていることに感謝の気持ちが湧いてきます。 
　14日の午後からは雨が降り出し、オープニングイベント
や大名行列は中止となってしまいました。とくに大名行列
は、保存会を中心に参加者を募り、練習を重ねてきていた
だけに、今回披露できなかったのはとても残念に思います。 
　さて、春まつりは、伝統や文化を大切に受け継ぐとともに、
町民や町内会でのつながりを深める貴重な機会です。春
まつりをさらに盛り上げ、多くの町民・町内会が参加する
イベントになることが地域の活性化につながると思います。 
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「笠松春まつり」と地域の活性化 

～ブロック塀の除去 
　　　　　　　について～ 

【問 合 先】 総務課　蕁388‐1111

笠松みなと公園の桜 

みこしを担ぐ子どもたち 

知ろう 

備えよう
 

ブロック塀などの除去 

条件 

補助額 

・個人の住宅や事業
所の敷地内に設置さ
れたブロック塀など
で道路に面した部分 
・地盤高0.65m以下
の高さまで除去 

1m当たり 3,900円 
限度額 150,000円 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
※通学路の場合 
1m当たり 5,200円 
限度額 200,000円 

生け垣の設置 
・個人の住宅や事業
所の敷地内で道路に
面した部分 
・高さ0.65m以上、 
　幅0.2m以上、 
　延長3.0m以上で、 
　生け垣に適した樹木 
1m当たり 1,080円 
限度額 40,000円 

傾きやひび割れはないか？ 

鉄筋は入っているか？ 

高さは 
2.2m 
以下か？ 

厚さは 
10cm 
以上か？ 
（※1） 

控え壁はあるか？ 
（※2） 

コンクリート基礎あるか？ 
基礎の根入れ深さは 
30cm以上か？（※2） ※1 塀の高さが2mを超える場合は15cm 

※2 塀の高さが1.2mを超える場合 

※補助額は令和2年3月31日まで適用される金額です。 

　町ではブロック塀の倒壊による事故を防止するとともに、町内の緑化を推進するため、道路に
面したブロック塀の除去や、生け垣の設置費用の一部を助成しています。 
　また、平成30年に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀倒壊事故を受け、
令和2年3月31日まで助成制度を拡充しています。 
　助成を受けるには、職員による事前の現地確
認が必要となりますので、工事を実施する前にお
問合せください。 

　ブロック塀について、次の項目を点検し、ひと
つでも不適合があれば危険なので改善しましょう。 

組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合は基準
が異なります。詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。 

ブロック塀の点検のチェックポイント 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

児童手当の現況届 

 
 
 
 
 
 
【提出期限】 
【提 出 先】 
 
【持 ち 物】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　児童手当を引き続き受給できる要件かを確
認するため、毎年6月に「現況届」を提出してい
ただく必要があります。 
　なお、この「現況届」を提出されないと、6月分
以降の手当の支給が停止しますのでご注意く
ださい。 

6月28日（金） 
役場2階福祉子ども課・松枝公民館・
総合会館 
・印鑑（スタンプ印不可） 
・現況届（郵送されたもの） 
・受給者の健康保険証の写し 

※対象児童が町外に居住するときは、その児
童の世帯全員の住民票を添付または、お子さ
んの個人番号が分かるものをご持参ください。 
※マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポー
タルから電子申請を行うことができます。 
※公務員の方の児童手当の手続きは、勤務先
へお問合せください。 

福祉子ども課　蕁388‐1116

私立幼稚園就園奨励費補助金制度 

 
 
【対象者】 
 
 
 
 
【内 　 容】 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　幼稚園教育の振興を図るため、幼稚園就園
奨励事業を実施しています。 

町内在住で、3歳から5歳児を私立
幼稚園に就園させている保護者 
ただし、満3歳児（平成28年4月2日から29年4月
1日生まれ）と認定こども園・施設型給付の支給
を受ける幼稚園については、対象外です。 

保護者の所得の状況により、幼稚
園設置者が利用料などの減免を行う場合、そ
の額を町が補助 
※手続きなどの文書は、幼稚園を通して6月下
旬までに配布します。 
なお、10月以降に実施される幼児教育・保育
の無償化に伴い、4月から9月までの6ヶ月分の
利用料が補助金支給の対象となる予定です。 

・就園している幼稚園 
・福祉子ども課　蕁388‐1116

フレッシュ健康診査 

 
 
 

 
 
【問 合 先】 

　昨年度受診された方や、新たに申込みをされ
た方などには案内ハガキを6月下旬に送付します。 
　この機会にぜひ受診してください。 

※申込みをされていない方で、受診を希望され
る場合は、健康介護課にご連絡ください。 

健康介護課　蕁388‐7171

対象者 今年度中に19歳から39歳になる方 
（昭和55年4月2日から平成13年4月1日生まれの方） 

内容 
身体測定、血圧測定、尿検査、 
血液検査（血中脂質・肝機能・貧血・血糖・ 
ヘモグロビンA1c・腎機能） 

5日（金） 

9日（火） 

18日（木） 

23日（火） 

7月 日時・場所 

500円（健康診査当日に会場でお支払いただきます） 自己負担金 

午前9時～ 
11時30分 

下羽栗会館 

笠松中央公民館 

福祉健康 
センター 

シートベルト・チャイルドシート 
着用強調月間 

　6月は「シートベルト・チャイルドシート着用
強調月間」です。 
　シートベルトやチャイルドシートは、交通事
故発生時の被害防止や軽減に欠かすこと
ができません。運転手はもちろん、同乗者全
員がシートベルトを着用する必要があります。
全ての座席で着用を習慣付けましょう。 
　また、万が一の交通事故のとき、子どもを
守れるのはチャイルドシートです。大切なお
子さんを守るために、必ず着用しましょう。 

令和元年6月1日　第1105号 令和元年6月1日　第1105号 


